
青色ニュース 第６０号 令和４年１１月３０日発行

- 1 -

青
色
ニ
ュ
ー
ス

１、帳簿チェックを年内に
２、源泉徴収業務
４、決算申告サポート
申告期の予約について

６、消費税の申請手続き
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決 算 申 告 に 向 け て

令
和
４
年
の
業
務
は
、
12
月
27
日(

火)

ま
で
と
な
り
、
令
和
５
年
は
１
月
５
日

(

木)

よ
り
通
常
業
務
と
な
り
ま
す

年

末

年

始

に

つ

い

て

今

後

の

活

動

に

つ

い

て

毎
年
開
催
を
し
て
お
り
ま
し
た
「
青
色

ま
つ
り
」
・
「
決
算
ポ
イ
ン
ト
説
明
会
」

で
す
が
、
昨
今
の
事
情
を
踏
ま
え
、
開
催

を
断
念
い
た
し
ま
し
た
。

帳
簿
チ
ェ
ッ
ク
を
年
内
に
し
ま
し
ょ
う

１
時
間
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
て
か
ら
、
申
告
期
に
複
数
回
来
局
を
さ

れ
る
方
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

お
時
間
に
余
裕
が
あ
る
年
内
に
帳
簿
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
わ
か
ら

な
い
問
題
等
を
解
決
し
ま
せ
ん
か
。

年
内
に
帳
簿
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
、
本
番
の
申
告
期
に
複
数
回

来
局
す
る
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
サ
ポ
ー
ト
時
間

を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
当
会
で
初
め
て
決
算
申
告
サ
ポ
ー
ト
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、

減
価
償
却
資
産
等
の
情
報
を
事
前
に
提
供
さ
れ
ま
す
と
、
申
告
期
に

デ
ー
タ
入
力
の
時
間
を
短
縮
で
き
ま
す
の
で
、
年
内
に
昨
年
の
決
算
書

(

収
支
内
訳
書)

・
確
定
申
告
書
を
一
緒
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

祝

日

営

業

に

つ

い

て

令
和
５
年
２
月
11
日(

祝
）
に
つ
い
て
、

今
年
度
に
限
り
午
前
中
の
み
決
算
申
告
サ

ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
土
曜
日

し
か
来
局
で
き
な
い
方
等
を
優
先
的
に
ご

案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
日
に
来
局
が
可
能
な
方
は
平
日
に
ご

予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

左
記
に
該
当
す
る
方
も
、
年
内
の
来
局
を

お
願
い
し
ま
す
。

・
車
輛
等
の
高
額
な
資
産
の
購
入

・
大
規
模
な
修
繕

・
固
定
資
産
の
売
却

・
ふ
る
さ
と
納
税
の
限
度
額
を
知
り
た
い
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・
本
年
は
大
井
第
３
地
域
セ
ン
タ
ー
源

泉
出
張
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

・
年
末
調
整
サ
ポ
ー
ト
は
、

令
和
５
年

１
月
10
日
（
火
）
ま
で
に
済
ま
せ
ま

し
ょ
う

※

年
末
調
整
サ
ポ
ー
ト
と
決
算
申
告
サ

ポ
ー
ト
は
原
則
と
し
て
同
日
に
行
え

ま
せ
ん
。
場
合
に
よ
り
再
度
予
約
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

源泉徴収業務特集

給
与
支
払
報
告
書
（
総
括
表
）
が
、
区
役
所

か
ら
封
書
で
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
来
局
の
際

は
、
必
ず
持
参
く
だ
さ
い
。

今
年
も
残
り
一
か
月
と
な
り
、

給
与
に
関
す
る
下
期(

７
月
～
12

月)

の
源
泉
税
の
納
付
期
限
が
近

づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、

年
末
調
整
の
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

年
末
調
整
は
、
毎
月
の
給
与
等

か
ら
源
泉
徴
収
を
し
た
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
合
計
額
と
、

そ
の
人
が
1
年
間
に
納
め
る
べ
き

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
額

と
の
差
額
を
精
算
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
為
、
給
与
の
受
け
取
り
者

よ
り
必
要
な
書
類
を
集
め
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

納
付
期
限
は
令
和
５
年
１
月
20

日(

金)

ま
で
と
な
り
ま
す
。
年
末

年
始
等
で
事
務
局
の
業
務
が
行
わ

れ
て
い
な
い
時
期
が
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
確
認
の
上
、
事
務
局
を
ご

利
用
下
さ
い
。
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給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
関
係
の主

な
変
更
点

①

民
法
改
正
に
よ
り
、
成
年
者
の
年
齢
が

20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。
受
給
者
の
方
が
賦
課
期
日
現
在
で

満
18
歳
未
満
に
該
当
す
る(

令
和
４
年
分

の
場
合
、
受
給
者
が
平
成
17
年
１
月
３

日
以
後
に
生
ま
れ
た
方)

の
場
合
は
「
未

成
年
者
」
欄
に
○
を
記
載
し
ま
す
。

②

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
つ
い
て
、

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
区
分
（
１
回

目
、
２
回
目
）
」
欄
は
、
「
特
例
特
別
特

例
取
得
」
に
該
当
す
る
場
合
「
（
特
特

特
）
」
と
併
記
し
ま
す
。

③

「
給
与
支
払
報
告
書
」
の
提
出
枚
数
が

２
枚
か
ら
１
枚
に
な
り
ま
し
た
。

①の未成年者に該当する場
合、源泉徴収票のこちらの
欄に〇が付きます。

②に該当する場合、こちら
の欄に記載がされます。

給与所得の源泉徴
収票のここが変わ
ります。
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資 料 注意事項 Check

【令和４年分】
・源泉徴収簿

１～12月分給与・賞与の記入と集計、給金額に誤り
がないように、ご確認下さい

【 過 年 度 】
・源泉徴収簿
・納付書の控え

過年度の過不足額の確認等に使用します。

【令和４年分】
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書
・基礎控除申告書 兼
配偶者控除等申告書
兼 所得金額調整控除
申告書

受給者の住所、氏名・配偶者名・扶養者名それぞ
れの方の生年月日等、配偶者・扶養者に収入のある
方は、その種類と年間収入金額見込み額が必要とな
ります。令和２年分より、受給者の合計所得金額の
見積額等も必要となりました。
※平成25年１月より７年間の保存が明確化されま
した。なお、従来と同様に税務署から提出を求
められた際は提出する必要があります。

【年末調整に必要な】
・各種控除証明書

社会保険（国民年金・国民年金基金・健康保険等）、
生命保険・地震保険等・小規模企業共済等の年間支
払金額のわかる証明書等をご持参下さい。

・前勤務先源泉徴収票
※中途採用者の場合

中途採用者がいる場合は、その方の前勤務先の源泉
徴収票が必要です。

・源泉税・納付書 税務署より送付された源泉税納付書をご持参下さい。

・総括表 11月下旬頃、区役所より封書にて届く予定です。

・マイナンバー
※事業主 「マイナンバーカード」とそうでない場合で、追加

の書面が必要になる場合がございます。
詳しくは、事務局までお問い合わせください。

・マイナンバー
※従業員及び専従者
並びにその扶養親族

・還付先口座
※還付申請が必要な
場合

年末調整の結果、翌年２月までに還付する事が困難
な場合等には、還付先(源泉徴収義務者(事業主)又は
従業員本人)の口座番号が必要となります。
なお、源泉徴収義務者に還付する場合は対象従業

員の委任状が必要となります

お持ちいただく資料

税務関係書類における押印義務が改正され、税務署長等に提出す
る源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類に
ついても、従業員等に押印をしていただく必要がなくなりました。

押印義務の改正について

- 3 -
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申
告
期
の
予
約

今
回
の
会
報
の
表
紙
裏
面
に
、
令
和
４

年
分
決
算
申
告
サ
ポ
ー
ト
の
予
約
日
に
関

す
る
書
類
が
入
っ
て
い
ま
す
。

名
前
等
に
間
違
い
が
な
い
か
ご
確
認
い

た
だ
き
、
予
約
日
時
を
確
認
の
上
、
都
合

が
悪
い
方
は
再
予
約
を
、
ま
だ
予
約
を
さ

れ
て
い
な
い
方
は
予
約
を
し
ま
し
ょ
う
。

決

算

申

告

サ

ポ

ー

ト

に

向

け

て

こ
ち
ら
に
注
目

『１月中です』と記載されて
いる方

１月12日～31日の間(※)に決算申告サポー
トをご利用になられてください。

２月１日～３月10日の予約日
時が記載されている方

記載された予約日時の１０分程度前に受付
を済ませてください。ご都合が悪い場合に
は、予約を取り直してください。

『予約を取ってください』と
記載がされている方

１月12日～31日の間(※)に決算申告サポー
トを受ける場合は予約は不要です。
２月１日～３月10日の間に決算申告サポー
ト受ける場合は事前に予約をしていただく
必要があります。

令和５年分の納期限（法定納期限）及び振替日

申告所得税及び復興特別所得税

納期限（法定納期限） 口座振替日

第 三 期 納 期 令和５年３月15日（水） 令和５年４月24日（月）

延 納 分 令和５年５月31日（水） 令和５年５月31日（水）

消費税及び地方消費税(個人事業者の場合)

納期限（法定納期限） 口座振替日

確定申告 (原則 ) 令和５年３月31日（金） 令和５年４月27日（木）

※１月中のご予約の方は、『公的年金の源泉徴収票』など必要な書類が到着
してからご来局されることをお勧めします。また、昨年度の健康保険等の支
払額などを事前に確認しておくとサポートがスムーズになります。

- 4 -

裏 面 表 面
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申
告
時
点
の
本
人
情
報
を
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

転
居
や
姓
の
変
更
な
ど
前
年
と
変
更

等
が
あ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
そ
の
旨

を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

配
偶
者
の
欄
は
、
『
な
し
』
を
選
択

し
た
場
合
は
次
の
質
問
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
『
事
実
婚
あ
り
』
に
該
当
す
る

か
等
は
申
告
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

本
人
障
害
の
有
無
の
欄
に
『
有
』
を

選
択
し
た
場
合
、
証
明
書
等
の
添
付
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
４
年
末
に
お
け
る
家
族
の
情
報

を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

生
計
を
一
に
し
て
い
る
親
族
す
べ
て

を
、
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

ご
家
族
に
ア
ル
バ
イ
ト
等
の
給
与
収

入
が
あ
る
場
合
に
は
、
源
泉
徴
収
票
な

ど
で
収
入
金
額(
支
払
金
額)

を
ご
確
認

を
い
た
だ
き
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
公
的
年
金
等
の
収
入
は
、
振

り
込
ま
れ
た
金
額
で
は
な
く
源
泉
徴
収

票
等
に
記
載
さ
れ
た
『
支
払
金
額
』
等

を
参
考
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
収
入
等
が
あ
る
場
合
に
は
、

事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

事
前
記
入
の
お
願
い

決
算
申
告
サ
ポ
ー
ト
時
に
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
上
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

給与所得の源泉徴収票のこちらの欄
の数字をご記入ください

ま
た
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の

適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
提
出
す
る
書
面

が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
な
ど
か
ら
入
手
可
能
で
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
領
収
書
か
ら
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
を
作
成
し
、
確
定
申
告
書
に
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。
（
医
療
費
の
領
収
書
を
添

付
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、

申
告
期
限
か
ら
５
年
間
は
提
示
又
は
提
出
を

求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
保
存
を
お
願

い
し
ま
す
。
）

ま
た
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た

医
療
費
通
知
が
あ
る
場
合
は
、
医
療
費
通
知

を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
医
療
費
控
除
の

明
細
書
の
記
載
を
簡
略
化
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

医

療

費

控

除

の

明

細

書

- 5 -
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事
前
情
報
の
提
供

決
算
申
告
サ
ポ
ー
ト
日
前
に
仮
集
計
し
た

決
算
書
、
又
は
集
計
表
を
提
出
い
た
だ
く
こ

と
に
よ
り
、
当
日
の
サ
ポ
ー
ト
の
ご
案
内
を

優
先
で
き
る
ほ
か
、
所
要
時
間
を
大
幅
に
短

縮
で
き
ま
す
。

今
回
の
会
報
に
同
封
さ
れ
た
下
書
き
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
う
え
、
直
接
持
参

又
は
（
一
社
）
品
川
青
色
申
告
会
へ
郵
送
、

メ
ー
ル(

い
ず
れ
も
３
営
業
日
前
ま
で
に
当

会
着
を
受
付)

で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
メ
ー

ル
郵
送
等
を
ご
利
用
に
な
ら
れ
た
場
合
、
到

着
後
本
会
よ
り
ご
連
絡
を
い
た
し
ま
す
。

今
回
の
会
報
に
は
、
右
の
青
色
申
告
決
算

書
下
書
き
用
紙
の
他
、
消
費
税
の
計
算
の
下

書
き
用
紙
等
も
入
っ
て
い
ま
す
。
ご
不
明
点

等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
申
告
会
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

消
費
税
の
申
請

消
費
税
の
申
請
・
届
出
の
書
類
に
は
、

一
部
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出

書
」
の
よ
う
に
、
個
人
の
場
合
、
12
月
31

日
ま
で
を
提
出
期
限
と
し
て
い
る
書
類
が

あ
り
ま
す
。
所
得
税
の
申
請
・
届
出
と
取

扱
い
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
消
費
税
の
申

請
・
届
出
に
関
す
る
ご
相
談
は
、
年
内
中

に
行
い
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
決
算
申
告
サ
ポ
ー
ト
時
に
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る
届
出
等
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
は
、
申
告
期
終
了
後
に
再

度
ご
来
局
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

事
業
所
得
の
支
払
調
書
、
配
当
所
得
等

の
金
額
の
集
計
は
当
日
ま
で
に
終
了
し
、

集
計
表
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
サ
ポ
ー

ト
当
日
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

集
計
表
は
、
国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
に
ア
ッ
プ

さ
れ
れ
て
い
る
も
の
で
も
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
等

で
集
計
し
た
も
の
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
計
上
す
る
収
入
金
額
は
、
通
帳

等
に
入
金
さ
れ
た
金
額
で
は
な
く
、
各
種

税
額
等
控
除
前
の
金
額
で
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。 集

計
に
ご
協
力
を

- 6 -

ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
方
が
寄
付
金
控

除
を
適
用
す
る
場
合
に
、
寄
附
ご
と
の
「
寄

附
金
の
受
領
書
」
に
代
え
て
、
特
定
事
業
者

の
発
行
す
る
年
間
寄
附
額
を
記
載
し
た
「
寄

附
金
控
除
に
関
す
る
証
明
書
」
を
添
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

左
記
の
特
定
事
業
者
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

を
経
由
し
た
年
間
寄
付
額
が
記
載
さ
れ
て
い

る
た
め
、
計
算
間
違
い
や
書
類
の
紛
失
等
の

問
題
が
解
消
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

な
お
、
入
手
方
法
そ
の
他
の
内
容
は
そ
れ

ぞ
れ
の
特
定
事
業
者
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
申
告
手
続
き

特
定
事
業
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
主

な
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

・
さ
と
ふ
る

・
ふ
る
な
び

・
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス

・
ふ
る
さ
と
パ
レ
ッ
ト

・
ふ
る
さ
と
プ
レ
ミ
ア
ム

・
楽
天
ふ
る
さ
と
納
税

・
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
ふ
る
さ
と
納
税

そ
の
他
の
対
応
し
て
い
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
の

『
国
税
庁
長
官
が
指
定
し
た
特
定
事
業

者
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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イ ン ボ イ ス 制 度

イ
ン
ボ
イ
ス
事
業
者

申
請
手
続
き
に
つ
い
て

令
和
５
年
1
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
の

確
定
申
告
サ
ポ
ー
ト
期
間
中
は
当
会
の
最

繁
忙
期
に
つ
き
、
確
定
申
告
サ
ポ
ー
ト
以

外
の
相
談
は
、
ご
遠
慮
い
た
だ
き
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
申
請
・
相
談
は
年
末

ま
で
に
完
了
す
る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

先
月
に
正
会
員
全
員
に
向
け
て
送
付
し

た
封
書
で
も
案
内
の
通
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
は
多
く
の
会
員
に
影
響
が
及
び
ま
す
。

特
に
、
今
ま
で
消
費
税
の
申
告
を
し
て

い
な
か
っ
た
方
も
申
請
手
続
き
が
必
要
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
内
に
取

引
先
等
へ
の
ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

申
請
手
続
き
の
必
要
が
な
い
と
見
込
ま
れ

る
方

・
売
上
の
相
手
先
が
消
費
者
の
み
の
方

・
居
住
用
家
屋
・
土
地
（
駐
車
場
等
を
除

く
）
の
み
貸
し
付
け
て
い
る
方

個別相談受付中

いつから
変わるの？

何をしたら
いいの？

登録申請のスケジュール

登録申請書
提出受付開始

令和５年１０月１日登録の
登録申請書提出期限(原則)

適格請求書等
保存方式導入

令和３年
１０月１日

令和５年
１０月１日

令和５年
３月３１日

令和５年１０月１日より適格請求書発行事業者と
なることを希望される場合には、原則、この期間
内に登録申請書を提出する必要があります。

令
和
５
年
10
月
よ
り
始
ま
る
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
、
原
則
令
和
５
年
３
月

末
日
ま
で
に
登
録
を
済
ま
せ
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
を
間
近
に
迎
え
た
今
、
制

度
の
理
解
を
深
め
疑
問
を
解
消
す
る

た
め
の
個
別
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

仮
決
算
・
帳
簿
チ
ェ
ッ
ク
や
年
末

調
整
の
つ
い
で
に
、
ご
相
談
や
届
出

書
類
の
作
成
サ
ポ
ー
ト
も
行
え
ま
す

の
で
、
ご
予
約
の
上
事
務
局
に
ご
来

局
く
だ
さ
い
。

（
ご
予
約
は
、
青
色
ア
プ
リ
又
は

お
電
話
で
）
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【
廃
業
さ
れ
た
方
な
ど
】

★
廃
業
さ
れ
た
方
で
も
、
そ
の
年
に
事

業
所
得
等
が
あ
る
場
合
は
原
則
と
し

て
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※

詳
細
は
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

【
会
員
の
慶
弔
規
定
に
関
し
て
】

★
慶
弔
規
定
に
よ
り
弔
慰
金
・
祝
金
を

会
よ
り
お
渡
し
し
ま
す
。

な
お
、
そ
の
事
実
か
ら
３
ケ
月
以
内

に
事
務
局
へ
ご
連
絡
頂
く
事
が
適
用

条
件
で
す
。

※

詳
細
は
お
問
合
せ
下
さ
い
。

【
土
曜
日
営
業
に
つ
い
て
】

★
６
月
～
12
月
ま
で
の
第
一
土
曜
日

(

祝
日
を
除
く)

は
通
常
営
業
致
し
ま

す
。

な
お
、
出
社
し
て
い
る
職
員
が
通
常

よ
り
も
少
な
い
た
め
、
予
約
制
に
よ

る
入
場
制
限
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
駐
車
場
に
つ
い
て
】

★
車
で
の
ご
来
局
予
定
の
方
は
、
駐
車

ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
近
隣
の
有
料
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
電
車
・
バ
ス
等
の
公
共

交
通
機
関
や
自
転
車
等
で
の
来
局
を

お
勧
め
し
ま
す
。

※

自
転
車
保
険
・
交
通
傷
害
保
険
取
り

扱
っ
て
ま
す
。

転
居
・
廃
業
等
さ
れ
た
方
へ

【
転
居
や
結
婚
さ
れ
た
方
な
ど
】

①(

一
社)

品
川
青
色
申
告
会
の
登
録
情
報

を
変
更
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
連

絡
下
さ
い
。

※

共
済
や
保
険
に
ご
加
入
の
方
は
変
更
手

続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
請
求

時
等
に
お
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※

お
引
っ
越
し
先
が
遠
隔
地
で
も
、
品
川

の
青
色
申
告
会
に
継
続
し
て
所
属
が
出

来
ま
す
。
最
寄
り
の
青
色
申
告
会
へ
異

動
を
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
付
け
下
さ

い
。

※

氏
名
が
変
わ
っ
た
方
は
税
務
署
へ
届
出

書
の
提
出
を
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
氏
名
変
更
後
に
姓
名
義
の
口
座

を
還
付
口
座
に
指
定
す
る
事
は
出
来
ま

せ
ん
。

②
転
居
の
場
合
は
税
務
署
へ
届
出
書
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

③
事
務
局
に
て
各
種
届
出
書
作
成
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
印
鑑
を

お
持
ち
下
さ
い
。

【
死
亡
又
は
出
国
さ
れ
た
方
な
ど
】

★
死
亡
さ
れ
た
方
や
一
年
以
上
出
国
さ
れ

る
方
は
原
則
、
一
定
期
間
内
に
『
準
確

定
申
告
』
が
必
要
で
す
。

事
務
局
か
ら
お
知
ら
せ

あ
お
い
ろ
カ
レ
ン
ダ
ー

（
一
社
）
品
川
青
色
申
告
会

オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ン
ダ
ー
が
完

成
し
ま
し
た
。

昨
年
と
同
様
の
Ａ
４
サ
イ
ズ

で
、
重
要
な
税
務
関
係
の
日
程

等
も
記
載
さ
れ
て
お
り
機
能
性

だ
け
で
な
く
、
飾
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
性
に
も
こ

だ
わ
り
ま
し
た
。

事
務
局
に
て
、
限
定
千
部
の

配
布
予
定
で
す
の
で
、
来
局
の

際
に
お
手
に
取
っ
て
ご
持
ち
帰

り
く
だ
さ
い
。

↑
上
面

カ
レ
ン
ダ
ー↓


